
高校生等・新修学支援（就学支援金新制度対象外となる外国籍生徒等への修学支援）

事業趣旨
○ 「三党合意に基づく令和８年度以降の高校教育等の振興方策について（令和７年10月29日 自由民主党・公明党・日本維新の会 無償化を含む、多様で質の高い教育の在り方に関す

る検討チーム）」において、これまで高等学校等就学支援金制度で対象としていた外国籍生徒及び外国人学校の扱いについて、「現行制度の受給資格を見直し、在留資格を要件とする制度を
導入することとし、高等教育の修学支援新制度と同様に「留学等」の我が国に定着することが見込まれない在留資格者を対象外とする。また、各種学校のうち外国人学校を指定する制度につい
ては、廃止する。」とされた。

○ その上で、「在校生（留学生を含む）については、在学関係が続く限り現行制度による支援を継続する。新入生については、従前の制度では支給対象となっていた者（留学生を除く）には、収
入要件の設定を含めて現行制度による支援と同等の水準で支援する」こととされたことを踏まえ、都道府県が当該生徒に係る授業料を支援する場合、国が都道府県に対して補助する。

令和8年度予算額（案）  13億円

公・私立高校等：都道府県
国立高校等 ：国

旧制度であれば対象となる改正前の就学支援金法第２条に規定する高等学校等（新制度で廃止となった各種学校のうち告示指定を受けた外国人学校を含む）

都道府県が行う本事業に要する経費（事務費含む）
※国立高校等は国が事業を実施

（担当：初等中等教育局修学支援プロジェクトチーム）

②R8在校生対象
(就学支援金新制度対象外で経過措置が適用される外国籍及び外国人学校の生徒)※留学生含む

◆令和８年３月末から引き続き高等学校等に在籍する生徒（在校生。留学
生含む）であって、旧制度であれば就学支援金の所得制限を受けている年
収約910万円以上世帯の生徒等を対象に、上限11.88万円／年の授業
料に係る支援金を支給する場合

590万円 910万円 年収目安

支給上限額
 39万6,000円 

11万8,800円 
 

高等学校等就学支援金による支援
（経過措置）

本事業による支援私立高校等は旧制度と
同様の加算

（国公私立共通）
旧制度と同様の支援

①R8新入生対象
（就学支援金新制度対象外の外国籍及び外国人学校の生徒）※留学生除く

◆令和８年４月以降に入学する生徒のうち、就学支援金の旧制度であれば、
支給対象となりうる年収約910万円未満世帯の生徒（留学生除く）を対
象に、上限39.6万円／年の授業料に係る支援金を支給する場合

590万円 910万円 年収目安

支給上限額
 39万6,000円 

11万8,800円 
 

本事業による支援

私立高校等は旧制度と
同様の加算

（国公私立共通）
旧制度と同様の支援

就学支援金新制度の対象外となる外国籍又は外国人学校の生徒

公・私立高校等：国３／４、都道府県１／４
国立高校等：国１０／１０

事業内容
○高等学校等就学支援金制度の見直しに伴い、新制度の対象外となる外国籍及び外国人学校の生徒に対して、旧制度と同等の水準で、都道府県が当該生徒に係る授業料を支援する場合、

国が都道府県に対して所要額の３／４を補助する。（高等学校等修学支援事業費補助金）

対象者

対象校種

補助対象
経費

実施
主体

負担
割合

（新規）


